
令和７年４月から妊婦一般健康診査の公費負担上限額が増額します！ 

令和７年４月１日 

 

回数 令和７年３月３１日まで  令和７年４月１日以降 

第 １回 ２０，５５０円  ２６，６６０円 

第 ２回 ５，０００円  ５，７８０円 

第 ３回 ５，０００円  ５，７８０円 

第 ４回 ８，５００円  １０，５６０円 

第 ５回 ５，０００円  ５，７８０円 

第 ６回 ６，０００円  ９，１９０円 

第 ７回 ５，０００円  ５，７８０円 

第 ８回 １０，６００円  １３，９４０円 

第 ９回 ５，０００円  ５，７８０円 

第１０回 ５，０００円  ５，７８０円 

第１１回 ８，０００円  １１，４４０円 

第１２回 ８，５００円 

助産所の場合５，０００円 

 １０，５６０円 

助産所の場合５，７８０円 

第１３回 ５，０００円  ５，７８０円 

第１４回 ５，０００円  ５，７８０円 

第１５回 ５，０００円  ５，７８０円 

第１６回 ５，０００円  ５，７８０円 

第１７回 ５，０００円  ５，７８０円 

 

※第１７回以降の受診票の交付はありません。償還払いとなります。 


